
 

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱案＜暫定版＞ 

 

第１ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の目的 

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金は、「デフレ完全脱却のための総合

経済対策」（令和５年 11 月２日閣議決定）に掲げる「物価高から国民生活を守る」

の事項（以下「経済対策」という。）についての対応として、地方公共団体が地域

の実情に応じてきめ細やかに効果的・効率的で必要な事業を実施できるよう、地

方公共団体が作成した物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画（以下

「実施計画」という。）に基づく事業に要する費用に対し、国が交付金を交付する

ことにより、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業

者の支援を通じた地方創生を図ることを目的とする。 

 

第２ 用語の定義 
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 

実施計画に基づく事業に要する費用のうち、エネルギー・食料品価格等の物価

高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援に要する費用のうち地方公共団体が

負担する経費に充てるため、国が交付する交付金をいう。 
 

第３ 交付金の交付の対象 
１ 交付対象者 

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（以下「交付金」という。）の交

付対象者は、都道府県及び市町村（特別区を含む）（以下「地方公共団体」と

いう。）とする。 
 

２ 交付対象事業  

交付金の交付対象事業は、次に掲げる基準に適合する事業とする。 

一 実施計画を作成する地方公共団体（以下「実施計画作成地方公共団体」と

いう。）が、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や

事業者の支援を通じた地方創生に資する事業（経済対策に対応した事業）の

実施に要する費用の全部又は一部を負担する地方単独事業であること。 

二 地方公共団体の令和５年度予算に計上され、実施される事業又は令和５

年度予算に計上された予備費により実施される事業であること。 

三 令和５年４月１日以降に実施される事業であること。 
 

３ 交付対象経費 

交付金の交付対象経費は、交付対象事業に要する費用のうち実施計画作成地

方公共団体が負担する費用とする。 

第４ 交付限度額 
１ 地方公共団体ごとの交付限度額は、別紙〇により算定される額とする。 



２ 内閣総理大臣は、交付限度額を算定したときは、地方公共団体に通知するも

のとする。 

 

第５ 実施計画の作成及び提出等 
１ 実施計画の作成及び提出 

交付金の交付を受けようとする一の地方公共団体は、次に掲げる事項を記

載した実施計画を作成し、当該計画を内閣総理大臣に提出するものとする。 

一 実施計画作成地方公共団体の名称 

二 交付対象事業の名称及び事業の概要 

三 交付対象事業と経済対策との関係 

四 交付対象事業に要する費用及び交付対象経費 

五 事業実施期間 

六 その他必要な事項 
 

２ 実施計画の変更 

地方公共団体は、実施計画に変更が生じた場合には、別に定めるところによ

り内閣総理大臣に報告するものとする。 
 

３ 交付対象事業の実施状況及びその効果の公表 

地方公共団体は、実施計画に基づき交付金を活用して実施した事業の実施

状況及びその効果をインターネット等の利用により公表するものとする。 

 

第６ 配分計画の作成 
内閣総理大臣は、地方公共団体から第５の規定に基づく実施計画の提出を受け

た場合には、当該実施計画における交付対象経費について判断し、内閣総理大臣

が別に定める大臣（以下「交付担当大臣」という。）と協議し、交付担当大臣が交

付の事務を行うこととなる交付金の総額を明らかにして、配分計画を作成する。

この場合、各地方公共団体の交付金の総額は、第４の１により算定される地方公

共団体ごとの交付限度額以内となることを勘案して定めるものとする。ただし、

特別区については、すべての特別区の存する区域を一の市町村とみなして算出し

た交付限度額以内となることを勘案して、すべての特別区分を合算した額として

定めるものとし、各特別区の交付金の総額については、別途都が定めるものとす

る。 

 

第７ 交付金予算額の移替え 
内閣総理大臣は、第６により作成した配分計画について、交付担当大臣と連名

で財務大臣の承認を得て、配分計画に基づき、交付金の予算を関係行政機関へそ

れぞれ移し替えるものとする。 

 

第８ 交付金の交付 
交付金の交付事務は、交付担当大臣がその定めるところにより行う。 



 

第９ 関係行政機関の連携強化 
内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、実施計画の適正な実施のため、交付金

による事業の実施に係る情報の共有を図るものとする。 

 

第１０ その他 
この要綱に定めるもののほか、交付金の取扱いに関し必要な事項は、その都度

別に定めるものとする。 


